
 

 

 

新型コロナウイルス感染症の対応について 

 

１ 立川市新型コロナウイルス感染症対策本部の開催状況 

（令和３年１月５日以降） 
 

回 開催日時 決定・報告・検討・確認事項 

42 １月５日（火） 

午後４時～ 

 「2021年成年を祝うつどい」の開催について 

令和３年１月11日（月）に開催予定の「2021年成年を

祝うつどい」については、現時点においてプログラム

変更により開催時間をさらに短縮し、式典前後の飲食

禁止の周知を強化するとともに、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止対策を徹底した上で行うこと

としました。なお、今後の新型コロナウイルスの状況

によっては会場開催を中止し、オンライン開催とする

こともあることを確認しました。 

 

 緊急事態宣言に伴う市の業務体制等について 

国が発出予定の「緊急事態宣言」及び都が発出予定の

「緊急事態措置」を想定し、本市が行うべき対応につ

いて事前確認をしました。 

 

43 １月７日（木） 

午前 11時 40分～ 

 「2021年成人を祝うつどい」会場開催の中止について 

令和３年１月11日（月）に開催を予定していた「2021

年成人を祝うつどい」については、東京都以内で一日

当たりの新規感染者数が過去最多を更新するなど、都

内及び市内の感染状況を鑑み、新成人の方やご家族を

はじめとする市民の皆様の命と健康を守ることを第

一に考え、たましんRISURUホールでの会場開催を中止

することとしました。なお、式典で予定されていた市

長メッセージなどは、令和３年１月11日（月）に

YouTube立川市動画チャンネルで配信することとしま

した。（別紙） 

 

44 １月８日（金） 

午後４時～ 

 市職員の勤務体制について 

国が発出した緊急事態宣言下における市職員の勤務

体制について、市民生活に影響を及ぼさないよう、市

としての社会的責任を果たすことを前提として、工夫

を講じていくことを確認しました。 

 

令 和 ３ 年 １ 月 14日 

第１回教育委員会資料 

教 育 部 教 育 総 務 課 

 



 公共施設等の利用制限について 

都が発出した緊急事態措置に基づき、公共施設等の利

用については、令和３年１月９日（土）から令和３年

２月７日（日）までの期間、20時以降の施設利用を原

則中止とすることとしました。 

 

 イベント等の取扱いについて 

都が発出した緊急事態措置に基づき、イベント等の取

扱いについては、令和３年１月12日（火）から令和３

年２月７日（日）までの期間、開催人数上限5,000人

かつ収容率50％以下を厳守し、飲食につながる催し等

の自粛を要請することとしました。 

 

 教育委員会の対処方針について 

緊急事態宣言下における小中学校の対応について、別

紙のとおり決定しました。（別紙参照） 

 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症患者の発生について 

（別紙参照） 
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